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65
歳
か
ら

歳
ま
で
の
方
へ

74

長
寿
医
療
制
度（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）の
お
知
ら
せ

　
65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
で
、一
定
の
障
害
の
あ
る
方
は
、

長
寿
医
療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

・
１
級
か
ら
３
級
ま
で
の
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方

 

・ 

音
声
機
能
、
言
語
機
能
の
障
害
ま
た
は
下
肢
障
害（
１
号
・

３
号
・
４
号
）に
よ
り
４
級
の
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持

ち
の
方　

等

※ 

長
寿
医
療
制
度
に
加
入
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
１

割
の
医
療
費
窓
口
負
担
で
診
療
・
診
察
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
加
入
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
よ
り
医
療
費

の
負
担
が
軽
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎ 

長
寿
医
療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
加
入
し

て
い
た
医
療
保
険
制
度
よ
り
も
保
険
料
の
負
担
が
高
く
な

る
場
合
と
低
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
問
合
せ　

福
井
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
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町
民
税
務
課　

☎
47

－

８
０
１
５

長
寿
医
療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る

障
害
の
程
度
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

医療費窓口負担

長寿医療制度以外の
医療保険制度に加入

65歳～ 69歳
までの方

70歳～ 74歳
までの方

3割負担
1割負担

（ 所得の多い方
は 3割負担）

長寿医療制度に加入

1割負担　
（所得の多い方は 3割負担）

南
越
消
防
組
合
か
ら
の
お
願
い

消
火
器
の
破
裂
事
故
に
ご
注
意
を
！

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
！

　

全
国
で
消
火
器
が
破
裂
す
る
事
故
が
相
次
い
で
発
生
し
て

い
ま
す
。
原
因
は
、
老
朽
化
し
腐
食
し
た
消
火
器
の
使
用
に

よ
る
も
の
で
す
。
い
ざ
と
い
う
と
き
に
使
用
す
る
消
火
器
の

適
正
な
保
管
と
日
常
的
な
点
検
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
23
年
６
月
１
日
か
ら
住
宅
用
火
災
警
報
器
が
設
置
義

務
と
な
り
ま
す
。
４
月
頃
か
ら
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

普
及
の
た
め
、
南
越
消
防
組
合
で
雇
用
し
た『
南
越
消
防
組

合
普
及
調
査
員
』が
身
分
証
明
証
と
腕
章
を
つ
け
て
、
皆
さ

ん
の
家
庭
を
巡
回
訪
問
し
ま
す
。
調
査
員
は
、
南
越
消
防
組

合
が
作
成
し
た
調
査
票
に
基
づ
き
、
い
く
つ
か
質
問
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
消
防
署
が
直
接
販
売
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
悪
質
な
訪
問
販
売
に
は
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

南
消
防
署　

☎
45

－

０
１
１
９

　
　
　
　
　

河
野
分
署　

☎
48

－

３
１
１
９

　

古
い
消
火
器
、
腐
食
が
進
ん
で
い
る
消
火
器
は
、
絶
対
に

使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
廃
棄
処
分
は
購
入
し
た

販
売
店
等
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
販
売
店
が
不
明
な
場
合

は
、
消
防
防
災
製
品
を
取
扱
う
専
門
業
者
に
問
合
せ
て
く
だ

さ
い
。
専
門
業
者
の
案
内
は
消
防
署
で
行
っ
て
い
ま
す
。

★
日
常
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

 

● 

安
全
ピ
ン
は
つ
い
て
い
ま
す
か
？

 

● 

キ
ャ
ッ
プ
は
緩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

 

● 

さ
び
や
変
形
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

 

● 

ホ
ー
ス
に
詰
ま
り
や
ひ
び
割
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
県
お
よ
び
町
で
は
、
洪
水
被
害
を
防
ぐ
た
め
日
野
川
の
伐

木
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
、
こ
の
伐
採
木
材
を
皆
さ
ん
に

無
償
で
提
供
し
、「
た
き
ぎ
」や「
燃
料
」と
し
て
使
っ
て
も
ら

う
こ
と
で
、
木
材
資
源
の
有
効
利
用
、
処
分
費
の
削
減
を
図

り
ま
す
。
伐
採
木
材
の
引
取
り
を
希
望
す
る
方
は
申
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

提
供
期
間　

１
月
下
旬
〜
３
月
中
旬

提
供
場
所　

 

日
野
川
沿
い
で
数
ヵ
所
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
申
込
者
に
直
接
連
絡
し
ま
す
。

申
込
方
法　

 

申
込
書
を
持
参
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
い
ず
れ

か
の
方
法
で
丹
南
土
木
事
務
所
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　

３
月
12
日（
金
）

※
提
供
可
能
な
伐
採
木
材
が
無
く
な
り
次
第
、締
切
り
ま
す
。

注
意
事
項　

① 

伐
採
木
材
は
約
１
・
５
ｍ
程
度
の
長
さ
で
す
。

　

② 

積
込
・
運
搬
作
業
は
各
自
で
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
作
業
は
自
己
責
任
と
し
ま
す
。
怪

我
や
事
故
に
は
十
分
注
意
し
て
作
業
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

③ 

１
人
に
つ
き
軽
ト
ラ
ッ
ク
１
台
分
の
配
分

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
希
望
者
が
多
い
場

合
は
抽
選
と
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

④
営
利
目
的
の
方
に
は
提
供
で
き
ま
せ
ん
。

■
申
込
み
・
問
合
せ　
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前
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丹
南
土
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事
務
所
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整
備
課

　

南
越
前
グ
ル
ー
プ
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伐
採
し
た
木
材
を
無
償
で
提
供
し
ま
す
！！


